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公
営
企
業
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常
勤
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等
の
任
用
に
関
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る
規
程
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一
部
を
改
正
す
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規
程
を
こ
こ
に
公

布
す
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平
成
二
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六
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六
日

青
森
県
知
事
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青
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営
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管
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規
程
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部
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次
の
よ
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に
改
正
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る
。

第
一
条
中

｢

第
二
十
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条
第
二
項｣

の
下
に

｢

、
同
法
第
二
十
六
条
の
六
第
七
項
及
び
職
員
の
配

偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下

｢

配
偶
者

同
行
休
業
条
例｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
方
公
務
員
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第
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条
の
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第
七
項
に
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定
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る
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第
三
条
中

｢
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期
限
付
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時
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｢
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行
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期
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年
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期
間
で
臨
時
的
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用
さ
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る
者

第
四
条
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二
号
中

｢

期
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時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
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時
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を
加

え
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢
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常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
日
日
雇

用
職
員｣

を

｢

、
非
常
勤
職
員
等｣

に
、

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

除
く
。)

｣
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に

｢
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配
偶
者
同
行
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を
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え
る
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付
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付
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行
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員｣

に
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中
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期
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付
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員｣

の
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に

｢

、
配
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者
同
行
休
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代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加

え
る
。

｢
｢
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｣

｢
｢

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

青 森 県 報平成26年７月16日 水曜日 号外第58号1

非
常
勤

期
限
付

育
児
休
業

日
日
雇
用

計

非
常
勤

期
限
付

配偶者同行休業
育
児
休
業

日
日
雇
用

計

非常勤職員

非常勤職

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�



�
�



�

�
�
�
�
�
�
�



( )

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
四
号
様
式
中

｢

｢

を

に
改
め
る
。

｣

｣

附
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こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
十
五
条
の
四｣

を

｢

第
二
十
五
条
の
五｣

に
改
め
る
。

第
六
章
第
三
節
中
第
二
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

配
偶
者
同
行
休
業)

第
二
十
五
条
の
五

職
員
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
七
月
青

森
県
条
例
第
六
十
八
号)

第
四
条
の
事
由
に
よ
り
外
国
に
住
所
又
は
居
所
を
定
め
て
滞
在
す
る
そ

の
配
偶
者
と
当
該
住
所
又
は
居
所
に
お
い
て
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
同

行
休
業
承
認
申
請
書

(

第
五
号
様
式
の
二)

に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日

の
一
月
前
ま
で
に
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
配
偶
者
外
国
滞
在
事
由
等
状
況
変
更
届

(

第
五
号
様
式
の
三)

に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中

｢

審
査｣

を

｢
審
査
等｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

が
な
い
と
認
め
た
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
格
が
な
い
と
認
め
た
理
由
を
当
該
請

求
を
行
つ
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手

す
る
た
め
の
手
段

第
百
二
十
五
条
の
四
中

｢

一
連
の
調
達
契
約

(

特
例
政
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調

達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ｣

を

｢

特
例
政
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調
達
契
約

(
最

初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日

前
に
行
う
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
中

｢

第
七
号｣

を

｢

同
条
第
七
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

一

連
の
調
達
契
約
に｣

を

｢

一
連
の
調
達
契
約

(

特
例
政
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調
達

契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に｣

に
、

｢

最
初
の
契
約｣

を

｢

最
初
の
調
達
契
約

(

特
例
政
令
第

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
調
達
契
約
を
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第

二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及

び
場
所

第
百
二
十
五
条
の
七
第
一
号
中

｢

同
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

同
条
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
、

同
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
契
約
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
電
子
入
札
シ
ス

テ
ム
の
使
用
に
関
す
る
事
項

第
百
二
十
五
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
百
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

二

一
連
の
調
達
契
約
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

三

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
三
項
中

｢

第
百
七
条
各
号｣

を

｢

前
条
第
四
項
各
号｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
十
三
中

｢

第
百
二
十
五
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
第
二
号｣

を

｢

第
百

二
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号｣

に
、

｢

第
百
二
十
五
条

の
二
中｣

を

｢

第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中｣

に
、

｢

同
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

同
条
第
一
項

第
三
号｣

に
、｢

第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号｣

を｢

第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
二
十
五
条
の
四
、
第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
、

第
百
二
十
五
条
の
七
、
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
四
項
及
び
第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
三
項
の
規

定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
二
十
五
条
の
四
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
規
程
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

以
下

｢

公
告｣

と
い
う
。)

を
行
う
一
般
競
争
入
札
及
び
同
規
程
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

(

以
下

｢

公
示｣

と
い
う
。)

を
行
う
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
公
告
を
行
つ
た
一

般
競
争
入
札
及
び
公
示
を
行
つ
た
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
七
月
十
六
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号

青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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( )

青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管

理
規
程
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
二
十
二
条
第
二
項｣

の
下
に

｢

、
同
法
第
二
十
六
条
の
六
第
七
項
及
び
職
員
の
配

偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下

｢

配
偶
者

同
行
休
業
条
例｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
場
合

第
三
条
中

｢

、
期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
、

同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
七
項
及
び
配
偶
者

同
行
休
業
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
代
替

と
し
て
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
範
囲
内
で
一
年
を
超
え
な
い
任
用
期
間
で
臨
時
的
に

任
用
さ
れ
る
者

第
四
条
第
二
号
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加

え
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員
及
び｣

を

｢

期
限
付
臨
時
職
員
、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替

臨
時
職
員
及
び｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加

え
、
同
条
第
三
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加

え
、
同
項
第
二
号
中

｢

又
は｣

の
下
に

｢

配
偶
者
同
行
休
業
若
し
く
は｣

を
加
え
る
。

第
十
条
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員｣
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中｢

｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
四
号
様
式
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
十
六
条
の
三｣

を

｢

第
二
十
六
条
の
四｣

に
、

｢

第
四
十
二
条｣

を

｢

第
四
十
二

条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律｣

に
、

｢

第
七
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
七
十
七
条｣

に
改
め
る
。

第
六
章
第
二
節
中
第
四
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

配
偶
者
同
行
休
業)

第
四
十
二
条
の
四

職
員

(

非
常
勤
職
員
等
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
職
員
の
配
偶

者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

第
四
条
の
事
由

に
よ
り
外
国
に
住
所
又
は
居
所
を
定
め
て
滞
在
す
る
そ
の
配
偶
者
と
当
該
住
所
又
は
居
所
に
お
い

て
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行

休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
承
認
申
請
書

(

第
十
二
号
様
式
の

六)

に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
管
理
者
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
配
偶
者
外
国
滞
在
事
由
等
状
況
変
更
届

(

第
十
二
号
様
式
の
七)
に
よ
り
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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期
限
付

期
限

付

配
偶
者
同
行
休
業

非
常
勤
職
員

期
限
付
臨
時
職
員

臨
時
職
員

育
児
休
業
代
替

非
常
勤
職
員

臨

時

職

員

期

限

付

臨

時

職

員

休

業

代

替

配
偶
者
同
行

替
臨
時
職
員

育
児
休
業
代

期
限
付
臨
時
職
員

期
限
付
臨
時
職
員

配
偶
者
同
行
休
業
代
替
臨
時
職
員
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( )

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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